
４．簡素化の内容 鹿児島県

簡素化内容の一覧〈目次〉

番号 内 容

① 押印廃止 P7上 会社及び技術者等の押印廃止

② コリンズ登録 P7下 発注者のデータを入力すれば，発注者への提示や提出は不要

③ 施工計画書（１） P8上 施工計画書は，施工方法が確定した段階で提出

④ 施工計画書（２） P8下 施工計画書の「工事内容」は，金抜き設計書を使用してよい

⑤ 施工計画書（３） P9上 維持工事等の簡易な工事や災害復旧の応急工事など緊急を
要する工事は施工計画書（簡易版）として一部省略可

⑥ 施工計画書（４） P9下
①工事内容の軽微な変更は，変更施工計画書の提出は不要
②当初の施工計画書と合わせた全体版の作成は不要

⑦ 施工体制台帳 P10上 作成対象は建設業のみ。資材業者等は記載義務無し。

⑧ 工事打合せ簿 P10下 工事打合せ簿（協議）は事実が確認できる資料のみ

⑨ 材料使用承認願
P11上 再生切込砕石で「かごしま認定リサイクル製品」を使用する場

合は，「認定証」を提示するのみ

⑩ 段階確認・立会 P11下 監督職員等が臨場する場合，確認状況写真の撮影は不要

⑪ 休日・夜間作業届 P12上 休日・夜間作業届出は，口答，電子メール等による連絡でよい

⑫ パトロール P12下 年末・年始など長期休暇時の現場パトロールは不要

⑬ 安全・訓練の報告 P13上 安全・訓練等の実施状況報告書は，完成書類に含めての提出
でよい

⑭ 工程能力図 P13下 出来形管理の測定点が２0点未満の工種は工程能力図は不
要

⑮ 工事写真（１） P14上 使用材料写真のJIS製品・協会製品は，規格とマークの写真の
みでよい

⑯ 工事写真（２） P14下 産業廃棄物の運搬状況写真と運搬車両の両側面へのステッ
カー表示確認の写真は不要

⑰ 工事完成書類 P15上 書類の見栄えが工事成績評定に影響することはありません
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※ 基本的には押印廃止としていますが， 「契約書」などの重要な書類は
これまでどおり押印必要
請求書，見積書，請書，入札書，委任状，納品書は，押印を省略する場合，「発行責任者及び
担当者」欄を設け，役職・氏名（フルネーム）及び連絡先の記載が必要。

① 押印廃止 鹿児島県

会社などの押印廃止

社印不要 ・パソコンで名前を入力する記名や署名
・押印いづれでもOK

※押印省略チラシ：県HPを御覧ください

※ 「登録のための確認のお願い」と「登録内容確認書」はシステムから

メール送信されるため，発注者への提示や提出は不要。

② コリンズ登録 鹿児島県

発注者のデータを入力すれば，発注者への提示や提出は不要

発注者 受注者JACIC②「登録のためのお
願い」メール送信

③登録してよいこと
をメール送信

⑤「登録内容確認
書」メール

①登録データの
入力

④登録完了

⑤「登録内容確認
書」メール

（登録のための確認の
お願い」に確認年月日
の記入及び署名は行わ
ない）

提示・提出
は不要

-7-



※ 災害対応，概算数量発注であって当初契約と実際の施工方法が合わない
場合は，施工方法が決定してから施工計画書を作成し提出してよい。

※ ただし，特記仕様書に定めがある場合は，着手までに提出必要。

③ 施工計画書（１） 鹿児島県

施工計画書は施工方法が確定した段階で提出すればよい

【土木工事共通仕様書 1-1-1-４ 施工計画書】
１.一般事項

受注者は工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施
工計画書を監督職員に提出しなければならない。
受注者は，施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。
この場合，受注者は，施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また，監督職員がその他の項目につい

て補足を求めた場合には，追記するものとする。ただし，受注者は維持工事等簡易な工事や災害復旧の応急工事など緊急
を要する工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
【土木工事共通仕様書 1-1-1-8 工事着手 】
受注者は，特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には，その期日までに工事着手しなければなら

ない。

○○○○
交付金工事

施工計画書

令和○年○月
○日

施工方法
を協議

提出

関係者間

※ 別途に表の作成は不要

④ 施工計画書（２） 鹿児島県

施工計画書の「工事内容」は，金抜き設計書を使用してよい
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監督員の承諾を得
て記載内容の一部
を省略することが
できる

⑤ 施工計画書（３） 鹿児島県

維持工事等の簡易な工事や災害復旧の応急工事など緊急を要する工事は
記載内容の一部省略可

（ １）工事概要
（ ２）計画工程表
（ ３）現場組織表
（ ４）指定機械
（ ５）主要船舶・機械
（ ６）主要資材
（ ７）施工方法

（主要機械，仮設備計画，工事用地等を含む）
（ ８）施工管理計画
（ ９）安全管理
（１０）緊急時の体制及び対応
（１１）交通管理
（１２）環境対策
（１３）現場作業環境の整備
（１４）再生資源の利用の促進と建設副産物

の適正処理方法
（１５）法定休日・所定休日（週休2日の導入）
（１６）その他

※４つの必須項目
（ １）工事概要
（ ７）施工方法

（主要機械，仮設備計画，工事用地等を含む）
（ ９）安全管理
（１０）緊急時の体制及び対応など

＋
必須項目以外に現場条件等により必要が
生じた項目

施工計画書

例）維持工事などの施工計画書

○○○○交付金
工事

第２回変更
施工計画書

令和○年○月○日

○○○○交付金
工事

第１回変更
施工計画書

令和○年○月○日

① 「工事内容の軽微な変更」とは，数量のわずかな増減等，施工計画に
大きく影響しないものをいう。

（例）工期末の精算変更，工期のわずかな変更，現場代理人等の変更に伴う組織表の変更

② 変更が生じた場合に，変更箇所のみを第１回変更，第２回変更・・・
と作成するが，一覧の変更経緯を含め，一つの施工計画書として取りまと
めたものは作成不要

⑥ 施工計画書（４） 鹿児島県

① 工事内容の軽微な変更は，変更施工計画書の提出は不要
② 当初の施工計画書と合わせた全体版の作成は不要

○○○○交付金
工事

施工計画書

令和○年○月○日

○○○○交付金
工事

第１，２回変更
反映版

施工計画書

令和○年○月○日
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※ 施工体制台帳等に記載すべき下請負人の範囲は，「建設工事の請負契
約（注）における全ての下請負人を指す。」

※ 建設業者以外の者で，建設工事の完成を請け負っていない資材運搬業者
・警備業者等については，施工体制台帳への記載は不要，施工体系図へ
の記載は必要。

⑦ 施工体制台帳 鹿児島県

作成対象は建設業のみ

（注）建設工事の請負契約とは，報酬を得て建設工事（２９業種）の完成を目的として締結する契約を指す。

施工体系図を作成しなければならない範囲
［鹿児島県監理課R3.3.10通知］

根拠資料

・道路橋示方書

・○基準書など

施工図
現地

地形図

※ 事実が確認できる資料なので，根拠資料（基準書のコピー）等は提出不要
必要に応じ照査範囲を超える資料作成を受注者に指示する場合は，
発注者は必要な費用を負担しなければならない。

⑧ 工事打合せ簿 鹿児島県

工事打合せ簿（協議）は事実が確認できる資料のみ

【土木工事共通仕様書 1-1-1-３ 設計図書の照査等】 ２.設計図書の照査
受注者は施工前及び施工途中において，自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照

査を行い，該当する事実がある場合は，監督職員にその事実が確認できる資料を提出し，確認を求めなければならない。
なお，確認できる資料とは，現地地形図，設計図との対比図，取合い図，施工図等を含むものとする。また，受注者は，監督
職員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。
ただし，設計図書の照査範囲を超える資料の作成については，契約書第19条によるものとし，監督職員からの指示による

ものとする。

資 料 根拠資料

・道路橋示方書

・○基準書など
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※ 再生切込砕石を使用する場合，材料使用承認願の資料として，環境林務
部廃棄物リサイクル対策課が交付する「認定書」を監督職員に提示または提出する

⑨ 材料使用承認願 鹿児島県

再生切込砕石で「かごしま認定リサイクル製品」を使用する場合は，「認定証」
を提示または提出する

※ 監督職員等が段階確認等を実施している状況写真の撮影は不要。
※ 遠隔臨場で実施した場合も，記録と保存は不要。

「遠隔臨場事例集」の作成依頼をうけた場合は，状況写真の提出を御協力お願いします。

⑩ 段階確認，材料確認，確認・立会 鹿児島県

監督職員等が臨場する場合，確認状況写真の撮影は不要

遠隔臨場事例集

確認状況写真は不要
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